第５回国連改革ＰＦ　まとめの全体会合議事録（案）as of Oct 16, 2007


まとめの全体会合　１５：１５～１７：００

司会：
千葉明（外務省国連企画調整課課長）

ファシリテーター：
武者小路公秀（大阪経済法科大学特任教授）

報告者／パネリスト：
木寺昌人（外務省総合外交政策局審議官）

足立次郎（「環境・持続社会」研究センター、「開発」分科会）

高橋清貴（日本国際ボランティアセンター、「平和構築」分科会）

川崎哲（ピースボート、「軍縮」分科会）

寺中誠（アムネスティ・インターナショナル、「人権」分科会）

書記：
渡辺里香（ピースボート）

＜各分科会報告＞

それぞれの分科会から以下のような報告があった。

１．開発分科会（足立）

· 温室効果ガスを半減する国際的な合意はできてきているが、国内的な目標が明確になっておらず、具体的な国内政策が必要という指摘があった。

· 企業としての国連グローバルコンパクトへの取り組みや背景の紹介（CO2対策や植林など）があり、意義深かった。

· 先住民族と気候変動という観点では、現在の緊急的課題があるという指摘があった。

· 気候変動だけでなく「開発」の議論をもっと聞きたかったという意見が上げられた。このパブリックフォーラムではより横断的な議論やテーマ設定が必要という意見がでた。

２．平和構築分科会（高橋）

· 第一テーマである「天然資源管理からみる紛争」について活発な議論が行われた。

· 国連の枠組みの中でも天然資源が紛争を促進しているということが認識され始めたとの報告があった。ex.フィリピンのミンダナオ島

· ダイアモンドなどを例とする、不法な流通の問題などを見ても、資源と平和は強く結びついてるとの指摘があった。

· 多様なアクターが紛争と天然資源の問題の中に関わっていること、また政治と経済の視点から一貫性をもった取り組み、アカウンタビリティーの重要性が述べられた。

· 紛争を促進しうる流通に関わっている国への制裁の必要性などの懸念事項が挙げられた。

③軍縮分科会より報告：川崎哲

· 今回の全体テーマである「環境」の視点を入れることで「原子力の平和的利用へのニーズが高まっている」ことが挙げられた。その観点の中で、「原子力の平和的利用と軍事的な核兵器廃絶」が大きなテーマとして議論された。

· 高濃縮プルトニウムを生み出す技術を多国間、国際的に管理しようと、という動きに対して日本はどうすべきかが議論された。普遍性、透明性、経済的合理性が必要、との指摘があった。

· 日本は非核国であり、非核兵器保有国の中で唯一核燃料処理施設を持っているというユニークな立場から、NPT第6条にもあるように核保有国の核兵器維持、更新をやめさせるように日本は働きかける必要性がある。

· 原子力の拡大については、地球規模で見たコンセンサスが保たれなくてはならず、世界のエネルギーをどう考えていくのか、という大きな課題。

④人権分科会より報告：寺中誠

１－外交における人権の主流化

· ODAの構造と同じように、一番弱い立場の人が一番人権の影響を受けることが確認された。

· アジア各国の人権問題に対する日本政府の対応が紹介されたが、「人権対話」の定義、計画性などへの疑問が指摘された。

· 日本の人権外交は欧米型とは違ったものを模索すべき、との提案もあった。

２－国連人権理事会の評価と課題

· 国連人権理事会の内容が紹介され、UPR（普遍的定期審査）のあり方がこれからの課題になるであろう、との指摘があった。

· NGOから見るその他の国連人権理事会改革の懸念点：

・人権諮問委員会の任務が限定的である。

・特別報告者の行動規範が採択されたが、報告者の自由な発言を制限する可能性がある。

· 今後の日本の対策や目指す方向性が注目される。

各分科会からの報告を受けて、木寺昌人（外務省）からコメント：

１）開発

· 「地球温暖化」ではなく、「地球高熱化」という状況になっていることは認識している。

· 企業の参加主体の重要性を再認識でき、より多くの企業にグローバルコンパクトを理解して実践してもらうことが、人類共通の課題に積極的に取り組んでいくことになると思う。

· 来年（２００８年）のTICAD、G8サミットで地球環境の問題がうまく取り入れられていくことを願う。

２）平和構築

· 資源が紛争の原因や助長原因になっているのかという提議があったが、内戦と経済活動が同時に存在する例をアフリカで見た。

· 平和構築委員会では、今年一年日本は議長として、対象国をブルンジ、シエラレオネなどだけでなく、アジアにも増やしたい。

３）軍縮

· 原子力の見直し、平和利用が広がるのであれば、管理や運営が重要ということは理解しており、それを安全な平和利用の点で日本が重要な役割を果たしたい。

· 米国ーインドの合意に関して、二十基準にならないように、かつ保証処置の実体を実現化して行きたい。

４）人権

· 麻生外務大臣も「対話と協力」の重要性を指摘した。

· 国連人権委員会は途上国至上型になっている、という問題点もある。外務省としても、今後目を離さずにいたい。

武者小路公秀（大阪経済法科大学特任教授）から問題提議：

· 国連代表である高須大使も強調しているように、日本の外交の一つの特色として「人間の安全保障」がある。人権の「対話」と「人間の安全保障」とは大きく関連するのではないかと指摘した。

· 2002年ヨハネスバーグ会議で日本政府がNGOからの提案を受けて提唱した「持続可能な開発教育の10年」の諸活動には、企業と市民が、行政、教育機関が政府と協力していることの重要性を強調した。

報告者から「人間の安全保障」と「企業の重要性」についてコメントを求めた。

足立次郎（「環境・持続社会」研究センター、「開発」分科会）：

· 企業の重要性では、国内的・国際的取り組みが必要であり、各省庁、企業とNGOが本気で議論できる場の確保がキーとの指摘。

· 先住民や被害の及ぶ人の安全が保障されているかをNGOがチェックする必要がある。

木寺昌人（外務省総合外交政策局審議官）：

· 地球温暖化対策において、NGO間、企業間、政府間、そしてその相関関係の中で知恵と経験を共有していくことが必要。

· 人間の安全保障の一つであるジェンダーに対する国連の委員会では、日本の女性が求められている。

川崎哲（ピースボート、「軍縮」分科会）：

· 軍縮は軍備をもった国同士が国レベルで交渉していくものであり、安全保障という概念の中では、「国家の安全保障」という色が強い。しかし近年、テロリストの核利用など、非国家主体や企業が核軍備の管理対象になってきており、「人間の安全保障」の要素も含んでいる。

· 平和憲法を持った国家として世界的に外交を進め、軍事費を人権、平和、環境や開発費用に移していくべき。来年、２００８年５月には９条世界会議を企画しており、そこでは日本国内から、外国からの視点を紹介しつつ９条の意義について人々が考える機会となることを願っている。

寺中誠（アムネスティ・インターナショナル、「人権」分科会）：

· ジェンダーの問題は人間の安全保障の一つとして大切だが、全体の問題構造の中に位置づけるべき。

· 「人間の安全保障」とは、国の安全保障を越えて人間の権利を守ることである。企業も個人も、加害者と被害者に成りうる問題構造の中で、人間の安全保障は全ての課題に横断的に関連する。

高橋清貴（日本国際ボランティアセンター、「平和構築」分科会）：

· 資源に依存する日本が、世界の資源管理のイニシャチブを取ることを提案。その中で、現地の人間の安全保護とエンパワーメントが重要問題。

武者小路公秀（大阪経済法科大学特任教授）：

· 日本国内の不法労働者なども含めて、弱い立場の人として認識すべきである。

フロアからの質問応答

· 人間の安全保障という考え方の中に、環境問題も含めた地球的安全保障を考えていくという視点が必要ではないか。

· 人権法と人道法を分けて扱うのではなく、統合的に人権人道課を設けた。こうしたことを国際レベルでも提案する準備をすべきではないか。

· 人間の安全保障の中で弱者の保護が語られる時、女性の問題だけを特別に取り上げると本来の「ジェンダー」の問題とは違いが出てくる。様々な課題や問題提起の中にジェンダーの問題をちりばめる必要がある、と指摘がフロアーから出た。

千葉明（外務省国連企画調整課課長）：

· 気候変動という重要なテーマを扱うことができ、企業からの発言や活動報告などもあり、大変有意義だった。環境と利益が両立するのではないかという希望を持てた。



